
請

願

第

六

号 

  
 

 
自

治

基

本

条

例

第

二

十

五

条

（

情

報

共

有

）
「

市

長

等

及

び

市

議

会

は

、

市

政

に

関

す

る

情

報

が

市

民

と

の

共

有

財

産

で

あ

る

こ

と

を

認

識

し

、

こ

れ

を

市

民

に

開

示

す

る

と

と

も

に

、

積

極

的

か

つ

迅

速

な

提

供

に

努

め

ま

す

」

に

基

づ

き

、
「

会

議

録

速

報

版

」

の

作

成

と

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

に

よ

る

録

画

中

継

の

検

討

を

求

め

る

請

願 

 

主 

旨 

 
 

一 

市

民

の

知

る

権

利

を

保

障

す

る

た

め

に

、

本

会

議

と

委

員

会

に

お

け

る

審

議

内

容

を

、

福

岡

市

議

会

の

よ

う

に

審

議

終

了

の

約

一

カ

月

後

に

市

議

会

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

上

に

速

報

版

を

掲

載

す

る

こ

と

。 

 
 

二 

全

国

お

よ

び

県

内

の

多

数

の

議

会

で

導

入

し

て

い

る

、

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

に

よ

る

録

画

中

継

を

行

う

こ

と

。 

  

理 

由 

 
 

 

（

一

）

福

岡

市

議

会

で

可

能

な

こ

と

は

、

同

じ

政

令

市

で

あ

る

熊

本

市

で

も

で

き

る

こ

と

で

あ

る

。 

①

福

岡

市

議

会

で

は

、

検

索

用

デ

ー

タ

処

理

の

た

め

、

会

議

終

了

の

約

三

カ

月

後

に

会

議

録

を

掲 
 

載

し

て

い

ま

す

。

そ

の

「

検

索

可

能

の

会

議

録

」

と

は

別

に

、

会

議

終

了

の

約

一

カ

月

後

（

当

初

議

会

に

つ

い

て

は

約

二

か

月

後

）

に

速

報

版

を

掲

載

し

て

い

ま

す

。

速

報

版

は

市

議

会

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ



上

で

閲

覧

で

き

ま

す

。 

次

の

よ

う

な

但

し

書

き

が

あ

り

ま

す

。 

「

こ

の

速

報

版

は

、

正

式

な

会

議

録

が

作

成

さ

れ

る

ま

で

の

暫

定

的

な

も

の

で

す

。
正

式

な

会

議 

録

は

完

成

後

『

会

議

録

の

検

索

と

閲

覧

』

に

掲

載

し

ま

す

。

ま

た

、

人

名

や

地

名

な

ど

の

一

部

の

文

字

が

、

会

議

録

冊

子

と

異

な

る

場

合

が

あ

り

ま

す

。
」 

こ

の

速

報

版

は

、

検

索

が

で

き

な

い

だ

け

で

、

市

民

は

委

員

会

と

本

会

議

で

の

審

議

内

容

を

文 

字

で

確

認

で

き

ま

す

。 

②

熊

本

市

議

会

か

ら

は

、

請

願

に

対

し

て

「

採

択

」
「

不

採

択

」
「

継

続

審

査

」

と

い

う

議

会

の

決 
 

 

定

事

項

の

み

郵

送

で

通

知

さ

れ

、
請

願

者

は
「

審

議

内

容

や

経

過

」
に

つ

い

て

は

知

ら

さ

れ

ま

せ

ん

。 

二

月

に

議

会

事

務

局

を

訪

問

し

、
窓

口

で

十

二

月

議

会

に

お

け

る

請

願

に

つ

い

て

の

審

議

の

部

分 

の

議

事

録

の

提

供

を

求

め

た

と

こ

ろ

、
「

正

式

な

議

事

録

が

で

き

る

ま

で

見

せ

ら

れ

な

い

」

と

説

明

さ

れ

ま

し

た

。 

こ

れ

に

対

し

、
「

自

分

た

ち

の

請

願

が

ど

の

よ

う

に

審

議

さ

れ

た

の

か

を

知

る

こ

と

が

で

き

な

い

な

ん

で

お

か

し

い

」
「

自

治

基

本

条

例

で

求

め

ら

れ

て

い

る

『

市

政

に

関

す

る

情

報

は

市

民

と

の

共

有

財

産

』

で

『

積

極

的

か

つ

迅

速

な

提

供

に

努

め

る

』

と

い

う

こ

と

に

反

し

て

い

る

」

と

強

く

抗

議

し

ま

し

た

。 

そ

の

後

し

ば

ら

く

し

て

か

ら

、

担

当

者

が

対

応

し

て

く

れ

ま

し

た

が

、

議

事

録

原

稿

の

該

当

部 

分

が

閲

覧

で

き

た

だ

け

で

、
「

正

式

な

議

事

録

で

は

な

く

、

あ

く

ま

で

校

正

段

階

の

原

稿

で

あ

る

た



め

、

コ

ピ

ー

は

渡

せ

な

い

」

と

い

う

返

事

で

し

た

。 

議

事

録

原

稿

を

書

き

写

す

こ

と

も

で

き

な

か

っ

た

た

め

、

私

た

ち

は

十

二

月

議

会

に

お

け

る

委 

員

会

の

審

議

内

容

と

決

定

事

項

を

正

確

に

根

拠

と

し

て

盛

り

込

む

こ

と

が

で

き

な

い

ま

ま

に

、
二

月

議

会

の

請

願

書

を

作

成

し

、

提

出

す

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

こ

の

こ

と

は

、

憲

法

で

規

定

さ

れ

て

い

る

「

請

願

権

」

の

保

障

を

損

な

う

熊

本

市

議

会

の

現

状

と

い

え

ま

す

。 
さ

ら

に

熊

本

市

の

最

高

法

規

性

を

持

つ

条

例

で

あ

る

自

治

基

本

条

例

第

二

十

五

条

（

情

報

共

有

）

に

は

、
「

市

長

等

及

び

市

議

会

は

、

市

政

に

関

す

る

情

報

が

市

民

と

の

共

有

財

産

で

あ

る

こ

と

を

認

識

し

、

こ

れ

を

市

民

に

開

示

す

る

と

と

も

に

、

積

極

的

か

つ

迅

速

な

提

供

に

努

め

ま

す

」

と

明

記

さ

れ

て

い

ま

す

。 

二

十

五

条

の

趣

旨

に

従

い

、

請

願

者

だ

け

で

な

く

市

民

に

対

し

て

、

市

議

会

は

「

積

極

的

か

つ 
 

迅

速

」

に

情

報

を

提

供

す

べ

き

だ

と

考

え

ま

す

。 

③

福

岡

市

議

会

に

つ

い

て

は

、
「

西

日

本

新

聞

」
（

二

○

一

七

年

六

月

二

十

日

）

で

以

下

の

よ

う

に 
 

報

道

さ

れ

て

い

ま

す

。 
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福

岡

市

議

会

の

議

会

改

革

調

査

特

別

委

員

会

（

打

越

基

安

委

員

長

）

が

六

月

十

九

日

開

か

れ

、 
 

改

革

の

「

本

丸

」

で

あ

る

議

会

基

本

条

例

に

つ

い

て

本

格

的

な

協

議

に

着

手

し

た

。

政

務

活

動

費

不

正

な

ど

全

国

的

に

地

方

議

会

に

厳

し

い

目

が

向

け

ら

れ

る

中

、
特

別

委

は

全

会

派

一

致

の

原

則

の

下

に

一

歩

ず

つ

前

進

し

て

き

た

も

の

の

、
最

新

の

議

会

改

革

度

ラ

ン

キ

ン

グ

で

福

岡

市

は

二

十

政

令

市



中

、
十

五

位

。
改

革

の

シ

ン

ボ

ル

と

な

る

議

会

基

本

条

例

を

巡

っ

て

は

各

会

派

間

で

温

度

差

も

あ

り

、

議

論

の

行

方

が

注

目

さ

れ

る

。 

特

別

委

は

二

○

十

五

年

九

月

、

小

畠

久

弥

議

長

が

主

導

し

、

公

開

性

の

向

上

や

住

民

意

見

の

反 

映

な

ど

を

付

託

事

項

と

し

て

発

足

し

た

。
こ

れ

ま

で

に

、
請

願

審

査

時

に

紹

介

議

員

が

趣

旨

説

明

を

し

た

り

、

他

の

議

員

と

の

間

で

質

疑

を

し

た

り

で

き

る

よ

う

に

す

る

な

ど

、

一

定

の

具

体

的

成

果

を

出

し

て

き

た

＝

以

下

参

照

。 

福

岡

市

議

会

改

革

の

決

定

事

項 

Ａ 

常

任

委

員

会

の

議

案

の

請

願

の

採

択

を

傍

聴

者

に

公

開

（

二

○

十

五

年

十

二

月

定

例

会

か

ら

実

施

） 

Ｂ 

請

願

審

査

時

、

紹

介

議

員

に

対

し

て

他

の

議

員

が

質

疑

を

で

き

る

よ

う

に

す

る

（

二

○

十

六

年

九

月

以

降

に

受

理

し

た

請

願

で

実

施

） 

二

○

十

六

年

五

月

ま

で

委

員

長

を

務

め

た

川

上

晋

平

市

議

（

自

民

）

は

「

市

民

に

オ

ー

プ

ン

で 
 

分

か

り

や

す

い

『

見

え

る

議

会

』

を

目

指

し

て

い

る

。

市

議

選

の

投

票

率

向

上

に

も

つ

な

げ

た

い

」

と

話

す

。 

一

方

、

早

稲

田

大

マ

ニ

フ

ェ

ス

ト

研

究

所

が

今

月

公

開

し

た

二

○

十

六

年

度

の

議

会

改

革

度

ラ 

ン

キ

ン

グ

で

は

、
福

岡

市

は

前

年

度

か

ら

順

位

を

一

つ

下

げ

た

。

ラ

ン

キ

ン

グ

は

議

会

が

果

た

す

べ

き

役

割

と

し

て

三

つ

の

柱

を

挙

げ

て

い

る

が

、
二

十

政

令

市

中

、「

情

報

共

有

」
九

位

、「

住

民

参

加

」

十

七

位

、
「

機

能

強

化

」

十

八

位

と

低

い

。

巻

き

返

し

に

は

福

岡

、

仙

台

、

大

阪

、

熊

本

を

除

く

十



六

政

令

市

が

既

に

制

定

済

み

の

議

会

基

本

条

例

が

カ

ギ

に

な

る

。 

④

熊

本

市

は

二

十

政

令

市

中

、
「

情

報

共

有

」

に

つ

い

て

は

十

四

位

と

い

う

ラ

ン

キ

ン

グ

で

す

。 

福

岡

市

で

は

「

会

議

録

の

速

報

版

」

だ

け

で

は

な

く

「

本

会

議

、

条

例

予

算

決

算

委

員

会

総

会

の

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

に

よ

る

録

画

映

像

公

開

」

を

行

っ

て

い

る

こ

と

が

評

価

さ

れ

た

も

の

と

思

わ

れ

ま

す

。

福

岡

市

議

会

改

革

委

員

会

で

は

、

二

○

十

五

年

か

ら

付

託

事

項

（

一

）

の

「

議

会

改

革

に

関

す

る

調

査

」

を

、

二

○

十

七

年

一

月

か

ら

は

付

託

事

項

（

二

）

の

議

会

基

本

条

例

に

関

す

る

調

査

を

行

い

、

福

岡

市

議

会

は

議

会

基

本

条

例

に

関

す

る

調

査

の

た

め

、

識

者

に

よ

る

参

考

人

と

し

て

二

○

十

七

年

十

二

月

一

日

に

金

井

利

之

教

授

（

東

京

大

学

）

を

、

二

○

十

八

年

一

月

十

五

日

に

廣

瀬

克

哉

教

授

（

法

政

大

学

副

学

長

・

行

政

学

）

を

招

致

し

ま

し

た

。 

熊

本

市

議

会

は

、

議

会

が

果

た

す

べ

き

役

割

の

三

つ

の

柱

の

一

つ

で

あ

る

「

情

報

共

有

」

に

お 
 

い

て

も

、

議

会

基

本

条

例

制

定

と

同

じ

く

「

政

令

指

定

都

市

の

ラ

ス

ト

ラ

ン

ナ

ー

」

に

な

り

つ

つ

あ

り

ま

す

。 

同

じ

政

令

市

の

福

岡

市

で

で

き

て

い

る

こ

と

が

、「

市

議

会

は

、
市

政

に

関

す

る

情

報

が

市

民

と

の

共

有

財

産

で

あ

る

こ

と

を

認

識

し

、

こ

れ

を

市

民

に

開

示

す

る

と

と

も

に

、

積

極

的

か

つ

迅

速

な

提

供

に

努

め

ま

す

」

と

自

治

基

本

条

例

の

中

で

定

め

て

い

る

熊

本

市

で

「

で

き

な

い

」

と

い

う

主

張

は

で

き

な

い

と

思

い

ま

す

。

継

続

審

査

で

先

送

り

に

す

る

の

で

は

な

く

、

直

ち

に

「

速

報

版

の

作

成

と

公

開

」

を

決

定

し

て

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。 

議

会

で

決

定

す

る

こ

と

が

大

事

で

、
後

は

そ

の

議

決

に

基

づ

い

て

具

体

的

な

実

施

の

た

め

に

考 



え

て

い

く

の

が

議

会

事

務

局

の

役

割

で

す

。

執

行

の

た

め

の

予

算

も

必

要

に

な

る

と

思

い

ま

す

が

、

情

報

共

有

の

た

め

で

す

か

ら

、

予

算

と

し

て

計

上

を

お

願

い

し

ま

す

。 

 
 

 
（

二

）

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

に

よ

る

録

画

中

継

は

、

全

国

お

よ

び

県

内

の

多

数

の

議

会

で

導

入

し

て

い

る

の

で

、

熊

本

市

で

も

可

能

で

あ

る

。 
①

熊

本

市

議

会

の

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

中

継

を

見

る

た

め

に

は

、

基

本

的

に

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

社

の

Ｗ

ｉ

ｎ

ｄ

ｏ

ｗ

ｓ

Ｍ

ｅ

ｄ

ｉ

ａ

Ｐ

ｌ

ａ

ｙ

ｅ

ｒ

（

無

償

）

が

必

要

で

あ

り

、

パ

ソ

コ

ン

で

し

か

議

会

映

像

を

再

生

で

き

ま

せ

ん

。

ｉ

Ｐ

ｈ

ｏ

ｎ

ｅ

な

ど

の

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

や

タ

ブ

レ

ッ

ト

な

ど

の

端

末

で

は

、

熊

本

市

議

会

の

「

生

中

継

」

も

「

録

画

中

継

」

も

見

る

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

。 

②

福

岡

市

を

初

め

と

す

る

全

国

の

自

治

体

で

は

、
「

開

か

れ

た

議

会

を

目

指

し

、

積

極

的

な

情

報

公

開

を

推

進

す

る

た

め

」

に

、

パ

ソ

コ

ン

、

タ

ブ

レ

ッ

ト

、

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

な

ど

、

ど

の

よ

う

な

ハ

ー

ド

（

端

末

）

を

使

っ

て

い

て

も

誰

で

も

閲

覧

で

き

る

よ

う

に

、

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

に

よ

る

録

画

中

継

で

配

信

し

て

い

ま

す

。 

例

え

ば

、

平

成

二

十

九

年

度

六

月

会

議

よ

り

導

入

し

た

宮

城

県

柴

田

町

議

会

で

は

、
「

町

民

に

開

か

れ

た

議

会

を

目

指

し

、

積

極

的

な

情

報

公

開

を

推

進

す

る

た

め

、

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

（

ユ

ー

チ

ュ

ー

ブ

）

を

活

用

し

て

本

会

議

の

様

子

を

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

上

で

配

信

し

ま

す

」

と

そ

の

導

入

の

意

図

を

説

明

し

て

い

ま

す

。 

以

下

は

、

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

に

よ

る

議

会

録

画

中

継

を

実

施

し

て

い

る

自

治

体

例

で

す

。
（ 

）

は

実

施

開

始

年 



 
 

 
 

 
 

Ａ 

常

任

委

員

会

ま

で

公

開 

 
 

 
 

 
 

 
 

東

京

都

、

小

樽

市

、

東

大

阪

市

、

大

阪

市

、

泉

大

津

市

、

泉

南

市

、

松

原

市 

 
 

 
 

 
 

 
 

京

都

市

（

二

○

十

三

年

）
、

宇

治

市

、

八

代

市

な

ど 

 
 

 
 

 
 

Ｂ 

本

会

議

と

特

別

委

員

会

ま

で

公

開 

 
 

 
 

 
 

 
 

福

岡

市

、

北

九

州

市

な

ど 

 
 

 
 

 
 

Ｃ 
本

会

議

を

公

開 

 
 

 
 

 
 

 
 

広

島

市

（

二

○

十

三

年

）
、

滋

賀

県

守

山

市

、

上

天

草

市

、

水

俣

市

な

ど 

③

ホ

ー

ム

ビ

デ

オ

カ

メ

ラ

や

Ｕ

Ｓ

Ｂ

カ

メ

ラ

、

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

等

で

撮

影

・

録

画

が

で

き

、

撮 
 

影

さ

れ

た

デ

ジ

タ

ル

録

画

は

簡

単

に

分

割

・

編

集

で

き

ま

す

。 

 
 

 
 

 
 

以

下

は

、

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

の

導

入

を

し

た

議

会

事

務

局

担

当

者

の

声

で

す

。 

 
 

 
 

 
 

○

京

都

府

宇

治

市

議

会

（

二

○

十

五

年

）

議

会

事

務

局

担

当

者 
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「

今

回

の

Ｕ

Ｓ

Ｔ

Ｒ

Ｅ

Ａ

Ｍ

や

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

を

使

っ

た

本

会

議

や

常

任

委

員

会

の

様

子

を

配

信

す

る

に

当

た

り

ま

し

て

は

、

従

来

契

約

し

て

い

た

録

画

配

信

専

用

サ

ー

ビ

ス

か

ら

切

替

え

、

生

中

継

と

録

画

配

信

の

二

本

立

て

と

な

り

ま

し

た

。

こ

れ

に

よ

り

担

当

職

員

の

負

担

は

増

え

た

も

の

の

、

市

民

の

皆

様

に

日

頃

使

わ

れ

て

い

る

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

で

、

簡

単

に

各

議

員

が

繰

り

広

げ

る

白

熱

し

た

質

問

の

様

子

を

リ

ア

ル

タ

イ

ム

で

ご

覧

い

た

だ

け

ま

す

。

ま

ず

は

多

く

の

皆

様

に

ア

ク

セ

ス

し

て

い

た

だ

け

れ

ば

と

お

待

ち

し

て

お

り

ま

す

。 



配

信

開

始

に

当

た

り

ま

し

て

は

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

は

も

ち

ろ

ん

、

Ｕ

Ｓ

Ｔ

Ｒ

Ｅ

Ａ

Ｍ

や 
 

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

活

用

の

ノ

ウ

ハ

ウ

が

必

要

で

あ

り

、

今

回

そ

れ

ら

の

ノ

ウ

ハ

ウ

と

サ

ー

ビ

ス

提

供

の

実

績

を

持

つ

業

者

か

ら

支

援

を

受

け

る

こ

と

で

、

調

達

か

ら

配

信

開

始

ま

で

わ

ず

か

一

か

月

と

い

う

短

期

間

で

準

備

が

整

え

ら

れ

ま

し

た

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

ま

た

費

用

面

で

は

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

の

無

償

サ

ー

ビ

ス

を

活

用

す

る

こ

と

で

、

配

信

の

た

め

の

毎

年

の

経

常

費

用

が

無

く

な

り

、

市

議

会

運

営

に

も

大

き

な

メ

リ

ッ

ト

を

も

た

ら

す

も

の

と

な

っ

て

い

ま

す

。

今

後

は

さ

ら

に

配

信

の

機

会

を

増

や

し

、

市

民

の

皆

様

と

一

体

と

な

っ

た

議

会

運

営

を

目

指

し

て

い

け

れ

ば

と

考

え

て

い

ま

す

。
」 

 
 

 
 

 
 

○

滋

賀

県

守

山

市

議

会

（

二

○

十

二

年

）

議

会

事

務

局

担

当

者 
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「

守

山

市

議

会

で

は

、

議

会

改

革

を

推

進

す

る

た

め

、

数

多

く

の

項

目

に

つ

い

て

検

討

を

重

ね

て

い

ま

す

。

本

会

議

の

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

中

継

も

そ

の

一

つ

で

、

他

の

議

会

と

同

様

に

映

像

配

信

サ

ー

バ

シ

ス

テ

ム

の

導

入

か

、

今

回

の

Ｕ

Ｓ

Ｔ

Ｒ

Ｅ

Ａ

Ｍ

お

よ

び

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

を

利

用

す

る

か

、

議

会

内

で

多

く

の

議

論

が

あ

り

ま

し

た

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

事

務

担

当

者

と

し

て

は

、

要

望

し

た

条

件

（

利

用

し

や

す

さ

、

安

価

、

拡

張

性

）

を

満

た

す

後

者

の

方

法

を

勧

め

ま

し

た

が

、

広

告

や

意

見

の

書

き

込

み

な

ど

い

く

つ

か

の

課

題

が

見

つ

か

り

ま

し

た

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ

れ

ら

の

課

題

も

一

つ

ひ

と

つ

、

経

験

を

活

か

し

た

動

画

配

信

支

援

サ

ー

ビ

ス

を

利

用

す 



 
 

 
 

 
 

 

る

こ

と

で

解

決

で

き

、

最

終

的

に

Ｕ

Ｓ

Ｔ

Ｒ

Ｅ

Ａ

Ｍ

お

よ

び

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

を

利

用

す

る

方

法

を

選

択

し

た

も

の

で

す

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

実

際

に

、

ネ

ッ

ト

中

継

を

利

用

し

て

み

て

、

他

の

議

会

が

利

用

す

る

映

像

配

信

サ

ー

バ

シ

ス

テ

ム

と

何

ら

遜

色

な

く

、

今

後

の

幅

広

い

利

用

方

法

が

考

え

ら

れ

る

、

こ

の

方

法

を

採

用

で

き

て

良

か

っ

た

と

考

え

て

い

ま

す

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

★

議

会

中

継

サ

ー

ビ

ス

の

構

築

に

当

た

り

、

要

望

し

た

ポ

イ

ン

ト 

 
 

 
 

 
 

 
 

一

）

市

民

、

利

用

者

が

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

を

使

い

ス

ト

レ

ス

な

く

、

簡

単

に

視

聴

で

き

る

こ

と

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

二

）

議

会

中

継

サ

ー

ビ

ス

実

施

に

当

た

り

、

準

備

は

短

期

間

で

、

且

つ

コ

ス

ト

が

か

か

ら

な

い

仕

組

み

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

三

）

将

来

、

本

会

議

で

の

利

用

だ

け

で

な

く

、

広

く

利

用

で

き

る

拡

張

性

が

あ

る

こ

と

。
」 

 
 

 
 

 

紹

介

し

た

宇

治

市

議

会

、

守

山

市

議

会

の

議

会

事

務

局

担

当

者

の

声

か

ら

も

「

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ 

に

よ

る

議

会

録

画

」

に

は

莫

大

な

費

用

は

発

生

し

な

い

こ

と

が

分

か

り

ま

す

。

導

入

し

て

い

る

他

都

市

と

同

様

に

、

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

を

活

用

し

た

議

会

の

様

子

を

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

上

で

配

信

さ

れ

る

こ

と

を

求

め

ま

す

。 

  
 

以

上

、

請

願

い

た

し

ま

す

。 

 



平

成

三

十

年

六

月

四

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

紹

介

議

員 
 

緒 

方 

夕 

佳 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

熊

本

市

議

会

議

長 

 
 

 
 

く 

つ 

き 

信 

哉 
殿 

   


